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別紙  

新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。  

改   正   後 改   正   前  

 

目  次 

 

第１章 総則 

（省略） 

 

第２章 課税価格、税率及び控除 

（省略） 

 

第３章 財産の評価 

（省略） 

 

第４章 申告及び納付 

第27条((相続税の申告書))関係 

（省略） 

 

第30条((期限後申告の特則))関係 

（省略） 

 

第31条((修正申告の特則))関係 

（省略） 

 

第32条((更正の請求の特則))関係 

（省略） 

 

第34条((連帯納付の義務))関係 

34－１～34－３ （省略） 

34―４ 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合 

34－５ 法第34条第５項の通知 

 

第５章 更正及び決定 

（省略） 

 

第６章 延納及び物納 

第38条((延納の要件))関係 

 

目  次 

 

第１章 総則 

（同左） 

 

第２章 課税価格、税率及び控除 

（同左） 

 

第３章 財産の評価 

（同左） 

 

第４章 申告及び納付 

第27条((相続税の申告書))関係 

（同左） 

 

第30条((期限後申告の特則))関係 

（同左） 

 

第31条((修正申告の特則))関係 

（同左） 

 

第32条((更正の請求の特則))関係 

（同左） 

 

第34条((連帯納付の義務))関係 

34－１～34－３ （同左） 

（新設） 

（新設） 

 

第５章 更正及び決定 

（同左） 

 

第６章 延納及び物納 

第38条((延納の要件))関係 
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改   正   後 改   正   前  

（省略） 

 

第39条((延納手続))関係 

39－１～39―10 （省略） 

39－10の２ 延納の許可の申請に係る手続を行う者 

39－10の３ 法施行令第16条の２第１項第２号の「不服申立て」 

39－10の４ 処分があった日 

39－10の５ 法第39条第22項各号の適用期間の重複 

39－11 （省略） 

39－11の２ 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複 

39－11の３ 法第39条第22項の規定の適用がある場合 

39－12～39－17 （省略） 

 

第40条((延納申請に係る徴収猶予等))関係 

（省略） 

 

第41条((物納の要件))関係 

（省略） 

 

第42条((物納の手続))関係 

42－１～42－10 （省略） 

42－10の２ 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複 

42－11～42－13 （省略） 

42－13の２ 法施行令第19条の４第１項第２号の「不服申立て」 

42－13の３ 物納の許可の申請に係る手続を行う者 

42－13の４ 処分があった日 

42－13の５ 法第42条第28項各号の適用期間の重複 

42－13の６ 前項（法第42条第28項）の規定の適用がある場合 

42－14～42－16 （省略） 

 

第43条((物納財産の収納価額等))関係 

（省略） 

 

第44条((物納申請の全部又は一部の却下に係る延納))関係 

44－１ （省略） 

44－２ 延納の許可の申請に係る手続を行う者 

44－３ 法第44条第１項に規定する延納申請期限の延長 

44－４ 処分があった日 

（同左） 

 

第39条((延納手続))関係 

39－１～39―10 （同左） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（同左） 

（新設） 

（新設） 

（同左） 

 

第40条((延納申請に係る徴収猶予等))関係 

（同左） 

 

第41条((物納の要件))関係 

（同左） 

 

第42条((物納の手続))関係 

42－１～42－10 （同左） 

（新設） 

42－11～42－13 （同左） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

42－14～42－16 （同左） 

 

第43条((物納財産の収納価額等))関係 

（同左） 

 

第44条((物納申請の全部又は一部の却下に係る延納))関係 

44－１ （同左） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 
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改   正   後 改   正   前  

 

第45条((物納申請の却下に係る再申請))関係 

45－１ （省略） 

45－２ 物納の許可の申請に係る手続を行う者 

45－３ 法第45条第１項に規定する延納申請期限の延長 

45－４ 処分があった日 

 

第46条((物納の撤回))関係 

（省略） 

 

第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係 

47－１ 災害等延長期間等の取扱い 

 

第48条の２((特定の延納税額に係る物納))関係 

48の２－１～48の２－８ （省略） 

48の２－９ 災害等延長期間等の取扱い 

 

第48条の３((延納又は物納に関する事務の引継ぎ))関係 

（省略） 

 

第７章 雑則 

第49条((相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等))関係 

（省略） 

 

第51条((延滞税の特則))関係 

（省略） 

 

第52条((延納等に係る利子税))関係 

52－１～52―３ （省略） 

52－４ 災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行

った場合 

 

第53条((物納等に係る利子税))関係 

（省略） 

 

第55条((未分割遺産に対する課税))関係 

（省略） 

 

 

第45条((物納申請の却下に係る再申請))関係 

45－１ （同左） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

第46条((物納の撤回))関係 

（同左） 

 

（新設） 

 

 

第48条の２((特定の延納税額に係る物納))関係 

48の２－１～48の２－８ （同左） 

（新設） 

 

第48条の３((延納又は物納に関する事務の引継ぎ))関係 

（同左） 

 

第７章 雑則 

第49条((相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等))関係 

（同左） 

 

第51条((延滞税の特則))関係 

（同左） 

 

第52条((延納等に係る利子税))関係 

52－１～52―３ （同左） 

（新設） 

 

 

第53条((物納等に係る利子税))関係 

（同左） 

 

第55条((未分割遺産に対する課税))関係 

（同左） 
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改   正   後 改   正   前  

第59条((調書の提出))関係 

（省略） 

 

第63条((相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲))関係 

（省略） 

 

第66条((人格のない社団等に対する課税))関係 

（省略） 

 

附則 

（省略） 

 

経過的取扱い 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第59条((調書の提出))関係 

（同左） 

 

第63条((相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲))関係 

（同左） 

 

第66条((人格のない社団等に対する課税))関係 

（同左） 

 

附則 

（同左） 

 

経過的取扱い 

（同左） 
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改   正   後 改   正   前  

第４章 申告及び納付 

 

第34条((連帯納付の義務))関係 

 

（相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合） 

34―４ 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予（措置法第70条の６第１

項、第70条の６の４第１項、第70条の７の２第１項又は第70条の７の４第１項）がされ

た場合においては、延納の許可を受けた又は納税猶予がされた相続税額以外の相続税に

ついては、法第34条第１項第１号に該当する場合を除き、同項による連帯納付の責めの

対象となることに留意する。 

 

（法第34条第5項の通知） 

34―５ 法第34条第５項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留

意する。 

①  督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第１項第２号又は第３号の規定

の適用を受ける場合 

② 法第34条第２項から第４項までの規定により連帯納付の責めを負う場合 

 

第６章 延納及び物納 

 

第38条((延納の要件))関係 

 

（不動産等の割合を計算する場合の端数処理） 

38－８ ・・・ 

（1） ・・・ 

（2）・・・ 

① ・・・ 

② ・・・ 

（注） 課税相続財産の価額のうちに、措置法第70条の８の２又は第70条の10の適用を

受ける価額がある場合、これに準じて端数処理を行うのであるから留意する。 

 

第39条((延納手続))関係 

 

（分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い） 

39―４ ・・・ 

（注） この場合において、法第39条第22項の規定の適用があるときの利子税について

は、法第52条第５項の規定の適用があることに留意する。 

 

第４章 申告及び納付 

 

第34条((連帯納付の義務))関係 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第６章 延納及び物納 

 

第38条((延納の要件))関係 

 

（不動産等の割合を計算する場合の端数処理） 

38－８ ・・・ 

（1） ・・・ 

（2）・・・ 

① ・・・ 

② ・・・ 

（注） 課税相続財産の価額のうちに、措置法第70条の８又は第70条の10の適用を受

ける価額がある場合、これに準じて端数処理を行うのであるから留意する。 

 

第39条((延納手続))関係 

 

（分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い） 

39―４ ・・・ 
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改   正   後 改   正   前  

（物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い） 

39―５ ・・・他の一部につき物納申請税額又は納税猶予税額（措置法第 70 条の６第１項、

第 70 条の６の４第２項第５号、第 70 条の７の２第２項第５号又は第 70 条の７の４第２

項第４号規定する納税猶予分の相続税の額をいう。以下同じ。）がある場合において、・・・ 

・・・他の一部につき措置法第70条の４第１項又は第70条の７第２項第５号に規定す

る納税猶予を受けようとする贈与税額がある場合についても、これに準ずるものとする。 

 

（延納の許可の申請に係る手続を行う者） 

39―10の２ 法施行令第16条の２第１項第１号に規定する「延納の許可の申請に係る手続

を行う者」とは、法第39条第１項の規定による延納の許可の申請を行った者（納税義務

者）をいい、当該申請を行った者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継

した者を含むものであることに留意する。 

 

（法施行令第16条の２第１項第２号の「不服申立て」） 

39―10の３ 法施行令第16条の２第１項第２号の「不服申立て」とは、法第39条第10項に

規定する処分については、第12項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られる

のであるから留意する。 

（注） 法第39条第12項に規定する期限を経過した場合、延納申請は取り下げたものと 

みなされることに留意する。 

 

（処分があった日） 

39―10の４ 法施行令第16条の２第３項第２号に規定する「処分があった日」とは、延納

の許可の申請に係る処分に係る書類を発した日をいうことに留意する。 

 

（法第39条第22項各号の適用期間の重複） 

39―10の５ 法第39条第22項各号の適用において、同項各号に掲げる場合が複数生じたこ

とによりそれぞれの災害等延長期間等（法第39条第22項第１号の規定により読み替えて

適用する同条第８項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第２号に規定す

る期間をいう。以下第39条関係において同じ。）の全部又は一部が重複する場合におけ

る当該重複期間については、同項各号の規定を重複して適用しないことに留意する。 

（注） 法第 39条第 22項各号の適用期間の全部又は一部が重複する場合の取扱いについて、設例を基

に示せば、次のとおりである。  

設例１  通則法第 11条により延長された期限（以下「通 11条期限」といい、第 39条関係におい

て同じ。）までの期間中（法第 39条第 22項第１号の適用期間中）に延納申請者が死亡し

た（法施行令第 16条の２第１項第１号に掲げる事由が生じた）場合において、通 11条期

限より申請者が死亡した日の翌日から 10月を経過する日が遅い場合  

 

 

（物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い） 

39―５ ・・・他の一部につき物納申請税額又は納税猶予税額（措置法第 70 条の６第１項

に規定する納税猶予分の相続税の額をいう。以下同じ。）がある場合において・・・ 

・・・他の一部につき措置法第70条の４第１項に規定する納税猶予を受けようとする

贈与税額がある場合についても、これに準ずるものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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改   正   後 改   正   前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の場合において、延納申請者の死亡の日の翌日から通 11条期限までの期間が、

法第 39条第 22項第１号と同項第２号（法施行令第 16条の２第３項第１号）の規定の適

用において重複することから、法第 39条第 22項第１号及び第２号適用による延長期間

は、始期を災害等発生の日（延長期間の始期）、終期を申請者が死亡した日の翌日か

ら 10月を経過する日とした期間となる。  

 

設例２  通 11条期限までの期間中（法第 39条第 22項第１号の適用期間中）に延納申請者が死

亡した（法施行令第 16条の２第１項第１号に掲げる事由が生じた）場合において、通

11条期限より申請者が死亡した日の翌日から 10月を経過する日が早い場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の場合において、延納申請者の死亡の日の翌日から 10月を経過する日までの期

間が、法第 39条第 22項第１号と同項第２号（法施行令第 16条の２第３項第１号）の規

定の適用において重複することから、法第 39条第 22項第１号及び第２号の規定の適用

による延長期間は、始期を災害等発生の日（延長期間の始期）、終期を通 11条期限と

した期間となる（同項第 2号（法施行令第 16条の２第３項第１号）の適用期間がない。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延納申請  
（納期限） 災害等  

発生  
担保提供関係書類 
提出延長期限(当初) 

死亡の日の翌日 
から 10 月 

法 39条 22項適用後の 
担保提供関係書類提出
期限 

申請者 
死亡 

重複期間  

災害等延長期間 
(法 39 条 22 項 1 号の適用期間) 

Ｃ期間 

Ｃ期間 

延納申請  
（納期限） 災害等  

発生  

担保提供関係書
類提出延長期限 
（当初） 

死亡の日の翌日 
から 10 月 

法 39条 22項適用後の 
担保提供関係書類提出
期限 

申請者 
死亡 

重複期間  

災害等延長期間 
(法 39条 22項 1号の適用期間) 

Ａ期間 

Ｂ期間 Ａ期間 

令 16条の２ 
３項１号 
の適用期間 

(重複期間除く) 
Ｂ期間 

通 11 条 
期限 

通 11 条
期限 
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改   正   後 改   正   前  

（調査に３月を超える期間を要すると認めるとき） 

39―11 法第39条第23項に規定する「当該調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」

とは、次のようなものをいうのであるから留意する。 

① ・・・ 

② ・・・ 

③ ・・・ 

④ 自然災害等により担保財産の確認等が困難な場合（当該自然災害について法第39条

第24項の規定の適用がある場合を除く。） 

 

（税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複） 

39―11の２ 法第39条第24項の適用において、複数の災害等延長期間等が存しそれらが重

複する場合については、39―10の５の取扱いに準ずるものとする。 

 

（法第39条第22項の規定の適用がある場合） 

39―11の３ 法第39条第25項の「第22項の規定の適用がある場合」には、同条第５項及び

第12項に規定する期限が通則法第11条の規定により延長された場合を含むものとする。 

なお、申請者が通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後

に法第39条第４項又は第11項の通知を受けた場合における同日から当該通知を受けた日

までの日までの期間は、同条第24項の規定の適用があることに留意する。 

（注） 通則法第 11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に法第 39条第４項又は

第 11項の通知を受けた場合の取扱いについて、設例を基に示せば、次のとおりである。  

設例  通則法第 11条の延長期間中に法第 39条第 10項の補完通知を受領した場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の場合において、通則法第 11条の延長期間のうち、同条に規定する災害その他や

むを得ない理由が生じた日から法第 39条第 11項の通知を受領した日までの期間が、同条

第 24項の適用期間となる。  

 

（調査に３月を超える期間を要すると認めるとき） 

39―11 法第39条第22項に規定する「当該調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」

とは、次のようなものをいうのであるから留意する。 

① ・・・ 

② ・・・ 

③ ・・・ 

④ 自然災害等により担保財産の確認等が困難な場合 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延納申請  
（納期限） 災害等  

発生  

補完通知 
(法 39⑩)
の受領 

延長後の 
補完期限 延長後の審査期限 

当初 
審査期限 

通則法第 11 条の延長期間 
Ａ期間 

B 期間 

３月（当初審査期間） 20 日 

当初 
補完期限 

B 期間 

申請者の 
補完期間 
(Ｃ期間) 

３月（当初審査期間） C期間 

(39－11 の３の適用期間) 
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改   正   後 改   正   前  

（延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等） 

39―12 法第39条第28項の規定により・・・ 

 

（「当該申請に係る条件」の意義） 

39―13 法第39条第28項の規定により・・・ 

 

（延納条件の変更の範囲） 

39―14 法第 39 条第 30 項の規定は・・・ 

 

（延納条件の変更と担保） 

39―15 法第39条第30項の規定により延納の条件を変更する場合において・・・ 

 

（延納期間の短縮等） 

39―16 法第 39 条第 32 項の規定は・・・ 

 

（弁明の方法） 

39―17 法第39条第32項に規定する「弁明」の方法は・・・ 

 

第42条((物納手続))関係 

 

（物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期） 

42―６ ・・・ 

２ ・・・ 

３ 法第42条第20項の措置（当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。）を

同条第24項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第25項によ

り読み替えて同条第23項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第24

項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。 

 

（その他これに準ずる事由） 

42―10 ・・・特に調査に期間を要すると認められる場合（法第42条第18項の規定の適用

がある場合を除く。）をいうのであるから留意する。 

 

（税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複） 

42―10の２ 法第42条第18項の適用において、同条第28項第１号の規定により読み替えて

適用する第６項ただし書きに規定する災害等延長期間（又は同条第28項第２号に規定す

る政令で定める期間）の全部又は一部が、同条第28項第２号に規定する政令で定める期

間（又は災害等延長期間若しくは同条第28項第２号に規定する政令で定める期間）と重

複する場合については、39―10の５の取扱いに準ずるものとする。 

（延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等） 

39―12 法第39条第25項の規定により・・・ 

 

（「当該申請に係る条件」の意義） 

39―13 法第39条第25項の規定により・・・ 

 

（延納条件の変更の範囲） 

39―14 法第 39 条第 27 項の規定は・・・ 

 

（延納条件の変更と担保） 

39―15 法第39条第27項の規定により延納の条件を変更する場合において・・・ 

 

（延納期間の短縮等） 

39―16 法第 39 条第 29 項の規定は・・・ 

 

（弁明の方法） 

39―17 法第39条第29項に規定する「弁明」の方法は・・・ 

 

第42条((物納手続))関係 

 

（物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期） 

42―６ ・・・ 

２ ・・・ 

３ 法第42条第19項の措置（当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。）を

同条第23項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第24項によ

り読み替えて同条第22項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第23

項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。 

 

（その他これに準ずる事由） 

42―10 ・・・特に調査に期間を要すると認められる場合をいうのであるから留意する。 

 

 

（新設） 
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改   正   後 改   正   前  

 

（収納するために必要な措置） 

42―11 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは・・・ 

 

（「一年を越えない範囲内」の始期） 

42―12 法第42条第20項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、

法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意す

る。 

 

（延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合） 

42―13 法第42条第24項（同条第25項により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第20項の措置をとらなかっ

た場合は、法第42条第２項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。 

 

（法施行令第19条の４第1項第２号の「不服申立て」） 

42―13の２ 法施行令第19条の４第１項第２号の「不服申立て」とは、法第42条第８項に

規定する処分については、同条第10項に規定する期限までに行われた不服申立てに限ら

れるのであるから留意する。 

（注） 法第42条第10項に規定する期限を経過した場合には、物納申請は取り下げたも

のとみなされることに留意する。 

 

（物納の許可の申請に係る手続を行う者） 

42―13の３ 法施行令第19条の４第１項第１号の「物納の許可の申請に係る手続を行う者」

とは、法第42条第１項の規定による物納の許可の申請を行った者（納税義務者）をいい、

当該申請を行った者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含む

ものであることに留意する。 

 

（処分があった日） 

42―13の４ 法施行令第19条の４第３項第２号の「処分があった日」については、39―10

の４の取扱いに準ずるものとする。 

 

（法第42条第28項各号の適用期間の重複） 

42―13の５ 法第42条第28項の適用において、同項第1号（又は同項第２号）の規定の適用

期間の全部又は一部が、同項第２号（又は同項第１号若しくは同項第２号）の規定の適

用期間と重複する場合については、39―10の５の取扱いに準ずるものとする。 

 

（前項（法第42条第28項）の規定の適用がある場合） 

42―13の６ 法第42条第29項の「前項の規定の適用がある場合」については、39－11の３

 

（収納するために必要な措置） 

42―11 法第42条第19項に規定する「収納するために必要な措置」とは・・・ 

 

（「一年を越えない範囲内」の始期） 

42―12 法第42条第19項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、

法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意す

る。 

 

（延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合） 

42―13 法第42条第23項（同条第24項により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第19項の措置をとらなかっ

た場合は、法第42条第２項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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改   正   後 改   正   前  

の取扱いに準ずるものとする。 

 

（許可の条件） 

42―14 法第 42 条第 30 項に規定する「物納の許可をする場合において・・・ 

 

（物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等） 

42―15 法第42条第31項の規定により・・・ 

 

（徴収を猶予する期間） 

42―16 法第42条第32項において準用する法第40条第１項の規定により徴収を猶予する期

間は・・・ 

 

第44条((物納申請の全部又は一部の却下に係る延納))関係 

 

（延納の許可の申請に係る手続を行う者） 

44―２ 法第44条第２項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の２第１

項第１号に規定する「延納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、「法第44条第２項

の規定により延納の許可の申請を行おうとする者（納税義務者）」をいい、当該申請を行

おうとする者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むもので

あることに留意する。 

 

（法第44条第１項に規定する延納申請期限の延長） 

44―３ 法第44条第１項に規定する延納申請期限については、通則法第11条の規定の適用

があることに留意する。 

また、法施行令第25条の２第４項により読み替える「第39条第22項第２号に規定する

政令で定める期間」における法施行令第16条の２第１項第２号の「不服申立て」とは、

法第44条第１項に規定する延納申請期限までに行われた不服申立てに限られるのである

から留意する。 

 

（処分があった日） 

44―４ 法第44条第２項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の２第３

項第２号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取っ

た日をいうことに留意する。 

 

第45条((物納申請の却下に係る再申請))関係 

 

（物納の許可の申請に係る手続を行う者） 

45―２ 法第45条第２項により法第42条を準用する場合における法施行令第19条の４第１

 

 

（許可の条件） 

42―14 法第 42 条第 27 項に規定する「物納の許可をする場合において、・・・ 

 

（物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等） 

42―15 法第42条第28項の規定により・・・ 

 

（徴収を猶予する期間） 

42―16 第42条第29項において準用する法第40条第１項の規定により徴収を猶予する期間

は・・・ 

 

第 44 条((物納申請の全部又は一部の却下に係る延納))関係 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第45条((物納申請の却下に係る再申請))関係 

 

（新設） 
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改   正   後 改   正   前  

項第１号の「物納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、法第45条第２項の規定によ

り物納の許可の再申請を行おうとする者（納税義務者）をいい、当該申請を行おうとす

る者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであること

に留意する。 

 

（法第45条第１項に規定する延納申請期限の延長） 

45―３ 法第45条第１項に規定する物納再申請期限については、国税通則法第11条の規定

の適用があることに留意する。 

また、法施行令第25条の３第４項により読み替える「同条第28項第２号に規定する政

令で定める期間」における法施行令第19条の４第１項第２号の「不服申立て」とは、法

45条第１項に規定する物納再申請期限までに行われた不服申立てに限られるのであるか

ら留意する。 

 

（処分があった日） 

45―４ 法第45条第２項により法第42条を準用する場合における法施行令第19条の４第３

項第２号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取っ

た日をいうことに留意する。 

 

第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係 

 

（災害等延長期間等の取扱い） 

47－１ 法施行令第25条の５第２項により読み替える「災害等延長期間又は第 22項第２号」

の取扱いについては、39－10の２から39－10の４を準用するものとする。 

 

第 48条の２ ((特定の延納税額に係る物納 ))関係  

 

（災害等延長期間等の取扱い） 

48の２－９ 法施行令第25条の7第２項により読み替える「災害等延長期間又は第28項第２

号」の取扱いについては、42－13の２から42－13の４を準用するものとする。 

 

第51条((延滞税の特則)) 

 

（保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の

延滞税） 

51－３ ・・・法第51条第２項の規定中「第32条第１項第１号から第６号までに規定する

事由」とあるのは・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

第 48条の２ ((特定の延納税額に係る物納 ))関係  

 

（新設） 

 

 

 

第51条((延滞税の特則)) 

 

（保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の

延滞税） 

51－３ ・・・法第51条第２項の規定中「第32条第１号から第６号までに規定する事由」

とあるのは・・・ 

 

 



- 13 - 

改   正   後 改   正   前  

第52条((延納等に係る利子税))関係 

 

（災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場

合） 

52―４ 法第52条第５項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額

の納期限（39―４による納期限をいう。）を延長又は再延長した場合においては、延納

の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間について

は利子税を計算することに留意する。 

(注 ) 法第 52条第５項の規定の適用がある場合における分納期限の延長について図示すると次のと

おりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第52条((延納等に係る利子税))関係 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延納申請  
（納期限） 

災 害 等 発

生  

申請書に記載された 
第１回目の分納期限 

許可された 
第１回目の分納期限 延長された 

第１回目の分納期限 

利子税計算 利子税計算 


